
（第 5 回）

（火） 午前９時

諫早市東小路町７番１号 諫早市役所７階　 会議室７－１

委員 久田委員長 宮﨑委員 大島委員 石田委員

書記 花田事務局長 田嶋次長

久田委員長

開催場所

出席者

平成28年5月24日

諫早市選挙管理委員会　　会議録

閉会宣言 午前９時４５分

会　　　　　議　　　（　付　議　事　件　）

午前９時

事　　　件　　　名 採　　決

在外選挙人名簿の登録について 原案のとおり承認

開会宣言

議案番号

議案第8号

開催日時

報告事項、意見な
ど

【説明】・市内の高校へ選挙啓発標語及び啓発アイデアを募集したところ、啓発標語４
３７点、啓発アイデア２９４点の応募があったので、そのうち標語１０点、アイデア６点
を一次選考通過作品とし、諫早市明るい選挙推進協議会総会で推進委員の方に最
終選考を行っていただき最優秀等を決定したい。

＜委員からの意見＞啓発アイデア６点のうち２点については、実現性が乏しいのでは
ないかとの意見があり、啓発アイデアは４点を一次選考通過作品とした。

＜事務局＞全国的には、投票所閉鎖時刻を繰上げる団体が増加してきています。県
内においては、平戸市・松浦市が離島部について以前から繰上げており、本土部に
ついても諫早市より早い時期から全投票所の閉鎖時刻の繰上げを行っています。

議案第9号 投票所開閉時刻の繰上げの決定について 原案のとおり承認

＜委員からの質疑＞他市町村の状況は、どうですか。

＜委員からの質疑＞公職選挙法では、投票所開閉時刻はどのように規定されていま
すか。

＜事務局＞投票所の開所時刻は午前７時ですが、２時間以内の繰上げ・繰下げが可
能で、閉鎖時刻は午後８時ですが、４時間以内の繰上げが可能とされています。

議案の審議過程
における質疑、意

見等


